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議題１ 佐原循環バス（周遊ルート）の運休について 

 

令和３年８月２日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止のため、佐原循環バス（周遊ルート）を以下の期間で

運休としたい。 

このことについて、協議する。 

 

【運休期間】 

緊急事態宣言発令期間中（令和３年８月７日(土)から８月２９日(日)まで） 

※緊急事態宣言の発令期間が延長された場合は、その終期までとする 


